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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

７２

規

則

○
東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
保
育
支
援
課
）…
一

○
東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

告

示

○
東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

知
事
が
別
に
定
め
る
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

規

則

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
四
号

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
二
百

九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
三
十
五
人
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
子
ど
も
の
数
に
つ
い
て

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第

四
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
五
号

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
三
十
五
人
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。

附
則
第
九
項
中
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
養
護
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
園
児
数
に

つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職

員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令

和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
三
号
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東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
令
和
八
年
東
京
都
条
例
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
と
す
る
。

な
お
、
別
図
の
詳
細
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区

画
整
理
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
一
階
中
央
）
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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